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令 和 元 年 ６ 月 定 例 会 提 出 案 件 
 

 

【５月３０日提出】 

 

［補正予算…２件］ 

 

市議案第５６号 

 令和元年度豊中市一般会計補正予算第３号 

                       

市議案第５７号                       

 令和元年度豊中市国民健康保険事業特別会計補正予算第１号 

 

［条  例…７件］ 

 

 市議案第５８号 

   豊中市市税条例の一部を改正する条例の設定について 

   

地方税法の改正により，特例控除額の控除対象が特例控除対象寄附金とされたことに伴い，所要 

の規定を改正するもの 

 

施行日 令和元年６月１日 

 

市議案第５９号 

   手数料条例の一部を改正する条例の設定について 

 

     工業標準化法の改正に伴い，所要の規定を整備するもの 

 

⑴ 規格の改正 

（現   行）    （改 正 案） 

日本工業規格     日本産業規格 

   

⑵ 施行日 令和元年７月１日 

 

市議案第６０号 

   豊中市市税条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

   地方税法の改正に伴い，住宅借入金等特別税額控除の拡充，子どもの貧困に対応するための個人 

の市民税の非課税措置，軽自動車税の環境性能割の税率の臨時的軽減及び種別割の税率を軽減する 

特例措置の設定その他所要の規定を改正するもの 

 

⑴ 住宅借入金等特別税額控除の拡充 

    令和元年１０月１日以降の住宅取得について，住宅借入金等特別税額控除の控除期間を３年 

延長するもの 

（現   行）    （改 正 案） 

          １０年間        １３年間 

 

⑵ 子どもの貧困に対応するための個人の市民税の非課税措置 

    個人の市民税の非課税措置の対象者に単身児童扶養者を追加するもの 

 

⑶ 需要平準化対策に係る軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減 

 

⑷ 軽自動車税の種別割の税率を軽減する特例措置の設定 
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⑸ その他所要の規定の改正 

 

⑹ 施行日 公布の日ほか 

 

市議案第６１号 

   豊中市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

児童扶養手当法の改正による児童扶養手当の認定請求の手続の見直しに準じ，所要の規定を改正 

するもの 

 

   ⑴ 新たに適用を受けようとする者のうち，前々年所得を確認することとなる申込み期間 

（現   行）    （改 正 案） 

１月から６月まで    １月から９月まで 

  

⑵ 施行日 令和元年７月１日  

 

市議案第６２号 

   豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例の設定について 

 

大阪府国民健康保険運営方針に基づき，保険料の所得割に係る軽減措置を廃止するもの 

 

⑴ 所得割に係る軽減措置を廃止 

    保険料の所得割に係る軽減措置を廃止するもの。ただし，令和２年度から令和６年度までの間に 

あっては，激変緩和措置を講じるもの 

①  所得割６割減額区分 

現   行   ６割 

令和２年度  ４割 

令和３年度  ３割 

令和４年度  ２割 

令和５年度  １割 

令和６年度  廃止 

②  所得割３割減額区分 

現      行   ３割 

令和２年度  ２割 

令和３年度  １割 

令和４年度  廃止 

③  所得割１割減額区分 

現   行    １割 

令和２年度  廃止 

 

⑵ 施行日 令和２年４月１日 

 

 

市議案第６３号 

   豊中市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の設定について 

 

建築基準法の改正に伴い，既存不適格建築物の用途の変更に係る全体計画の認定等の申請審査に 

係る手数料等の名称及び額を定めるとともに，その他所要の規定を改正するもの 

 

（1） 手数料の名称及び額 

①  既存不適格建築物の増築等又は用途の変更に係る全体計画変更認定申請手数料 

     （ 面 積 ）       （ 金 額 ） 

     １００㎡以内        ３３，０００円 

       ～               ～    
    ５０，０００㎡超       ７３０，０００円 
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② 既存不適格建築物の用途の変更に係る全体計画認定申請手数料 

（ 面 積 ）       （ 金 額 ） 

     １００㎡以内        ３３，０００円 

       ～               ～    
    ５０，０００㎡超       ７３０，０００円 

③ 用途の変更を伴う興行場等使用許可申請手数料 

                           １２０，０００円 

④ 用途の変更を伴う特別興行場等使用許可申請手数料 

                           １６０，０００円 

⑤ 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建蔽率の特例許可申請手 

数料 

６０，０００円 

 

⑵ 施行日 市規則で定める日 

 

市議案第６４号 

   豊中市火災予防条例の一部を改正する条例の設定について 

 

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い住宅 

用防災警報器等の設置の免除要件を改正するとともに，工業標準化法の改正に伴い所要の規定を整 

備するもの 

 

  ⑴ 住宅用防災警報器等の設置免除規定の改正 

 

⑵ 規格の改正 

（現   行）    （改 正 案） 

日本工業規格     日本産業規格 

 

⑶ 施行日  

① ⑴ 公布の日 

   ② ⑵ 令和元年７月１日 

 

 

 


